
論点

認定こども園の認可、認定に当たり、和歌山県が上乗せする需要量（「都道府県計画で定める数」）は、和
歌山県の判断により、和歌山県の支援計画に記載することになる。認定こども園への移行希望を踏まえ設定す
ることになるが、上乗せする需要量について、以下のような考え方でよいか。

原則としては

新たに認可・認定すると、供給
過剰となるため、認可・認定し
なくてもよい。

認定こども園への移行促進のため

需要 供給

認可等
申請

既存施設の場合、和歌山県が便宜
的に上乗せした需要量に供給量が
達するまで、認可・認定をする。

需要 供給

認可等申
請

需要量を
便宜的に
上乗せ

基本指針から

幼稚園、保育所から認定こども園への移行を促進するため、一定の配慮が必要とされている。
このため都道府県は、既存の幼稚園、保育所が認定こども園に移行する場合、

需要＋「都道府県計画で定める数」＞供給 であれば、原則認可・認定することとされている。

この「都道府県計画で定める数」は、現在の施設の利用状況や認定こども園への移行に関する意向等を踏ま
えて設定することとされている。

論点１ 認定こども園に移行する場合の需給調整について 資料６



「都道府県計画で定める数」のイメージ

幼稚園から認定こども園への
移行の申請があった場合にお
ける「都道府県計画で定める
数」

保育所から認定こども園への
移行の申請があった場合にお
ける「都道府県計画で定める
数」
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